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データが EPO 特許情報会議の論点に 

「特許情報へのアクセスは、いわば全ての人々に与えられた権利です。 

 できる限りの透明性で特許データを公開することが私達の務めです。」 

 Benoît Battistelli EPO 長官の言葉です。 

10 月にキルケニーで開催された

第 21 回 EPO 特許情報会議の開

会の辞において、Battistelli 氏

は、米国や欧州のオープンガバ

メント・イニシアチブになぞらえ

て、世界規模の特許データの重

要性を強調しました。 
 
EPO は先日、data.epo.org のデ

ータプラットフォームを世に送り出

し た ば か り で す が 、 こ れ が 、

data.gov.uk や data.gouv.fr.をは

じめとする欧州のナショナル・イニ

シアティブのように成長し、発展

することを期待しています。 
 
オープンガバメントを成功させる

ために必要とされていること 1 は、

網羅性、優位性、適時性、人間

や機械による可読性、標準性、

持続性、ライセンシングです。代

表らは会議において、EPO の

data.epo.org ポータルは、オープ

ンガバメントのこれらの要綱を概

ね満たしているとみなされている

ように思えるが、果たして誰でも

アクセスでき、ライセンスを取得で

き、使用料は誰でも払えるものな

のか、疑問を投げかけました。代

表らは、データのコストが低く抑

えられているとはいえ、小規模な

イノベーション企業にとっては障

壁となっていると訴えました。例え

ば EPO の OPS サービスが備える

機能のように、フェアユース・ポリ

シーが適用される技術的機能も

ありますが、こうしたポリシーは、

発展を妨げる、時代遅れの制約

だと思われていました。 
 
５つ星制 
サウサンプトン大学・人工知能学

教授の Nigel Shadbolt 氏は、キ

ルケニーでの会議の基調講演に

おいて、Tim Berners Lee 氏によ

る、リンクが設定されたデータの５

つ星評価 2 に焦点をあてました。

EPO （と他の特許庁）のデータ

は、現時点では３つ星から４つ星

レベルと思われます。５つ星に昇

格するには、（例えば、実用的な
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データを追加する等して）データ

同士をリンクさせてデータを更に

拡充し、コンテキストになったもの

を提供する必要があります。IP デ

ータは、専門家以外の一般の

人々には難解なものなので、ユ

ーザーフレンドリーに、特許情報

を他の公的機関の情報と同じよう

に使えるよう、提供することが重

要と思われます。 
 
参加型志向 
参 加 型 で あ る こ と は 、例 え ば

data.gov.uk のサイトが、アイデア

を共有できるフォーラムやプラット

フォームを設けているように、オ

ープンガバメント・イニシアチブに

とって不可欠な要素です。EPO
は、例えば、フィードバックの手段

を設けたり、オンラインでユーザ

ーからのコメントを受け付けたり、

データセットの評価メカニズムを

提案したりして、data.epo.org ポ

ータル上での交流を増やす方法

を模索していきます。 
 
特許庁の役割 
広く認識されているように、どの

特許庁も、自分達が保有している

データを一般の人々に利用でき

るようにする義務があることは、紛

れもありません。とはいえ、各特

許庁がデータの検索や処理用に

提供するツールにどの程度まで

取り組むべきなのか、という点に

ついては意見が分かれるところで

す。データ開示のコンセプトは、

公益法人が提供するサービスと、

商業的に展開されるサービスとの

境界線を巡って現在繰り広げら

れている議論に、一石を投じるこ

とになるでしょう。ひとつわかって

いることは、EPO が保有している

データを使用できるようにすること

は、営利企業が、これらのデータ

を活用した新ツールを開発するき

っかけになる、ということです。 
 
EPO は、データの開示に前向き

であるものの、幾つか課題があり

ます。そのひとつが、メタデータ

の問題と、メタデータを生データ

にいかに関連付けるかということ

です。その上、EPO の熱意が他

の特許庁に伝わったとしても、資

金的な問題があることは間違いあ

りません。オープンデータプラット

フォームをホスティングしたり、デ

ータ性能を保証したり、データの

クオリティを高く維持したりするた

めに、各特許庁は特別にコストを

要することになります。 
 
データを開示することで、特許情

報と他のデータセットとの接点が

増えるので、以下のような様々な

懸案事項が新たに出てきます。 
 
－特許データと（例えば、企業情

報等の）他のデータとのリンク

付けと、企業名等のデータを

（例えば、EU 規格 ID 等で）画

一化するニーズをはじめとす

る、セクターの垣根を超えた思

索 
－特許庁間で標準を設定するこ

との、益々の必要性 
－データの理解を助けるサポート

の強化 
－EPO のデータをクラウドに移管

できる可能性 
－オープンガバメント・イニシアチ

ブにおける IP データの位置付

けに関する、政府による明確な

政策決定 
 
世界の特許データプロバイダとし

ての EPO 
データの開示は、多岐に渡る会

議プログラムの中でも、特許デー

タの重要性を裏付けた一面となり

ました。データ開示の議論は、共

同特許分類（Cooperat ive Patent 
Classificat ion）、連合データベー

スの European Patent Register、
機械翻訳、EPO の法的状況デー

タベースの近代化をはじめとする

主軸の、大幅な進展にまで及び

ました。更に、EPO が今日、どの

ようにしてデータを収集し、ラテン

アメリカを例にとっても、世界規模

の特許データの集合体を維持す

ることがいかに手間のかかること

かについても、議論が及びまし

た。 
 
会議において、ここまでデータを

強調することで EPO が明らかにし

たのは、EPO 自体が世界の特許

データのプロバイダであること、

EPO が独自のサービスを提供し

ていることを自負していることで

す。閉会の辞において、EPO 渉

外担当副長官 Raimund Lutz 氏

が述べた言葉です。 
「誰かが特許データの中核の担

い手を引き受けることを世界が求

めています。EPO は、まさにその

『誰か』になろうとしています。」 
 
キルケニーでのイベントは、EPO
とアイルランド特許庁の共催によ

り、アイルランドの Minister for 
Jobs,Enterprise and Innovation
の Richard Bruton 氏の呼びかけ

で開催されました。 
www.epo.org/piconference で

は、更に詳しい情報、プレゼンテ

ーションの文面、ディスカッション

レポートを掲載しています。 
 
 

Espacenet からビッグニュースで

す。2011 年 11 月に新しいアイテ

ム、ECLA ツールチップが導入さ

れます。書誌事項や検索結果リ

ストの ECLA 分類タームにカーソ

ルを持って行くと、ポップアップが

出て、その ECLA タームが ECLA
構造のどこにあるか教えてくれま

す。ツールチップのオプションとし

て、その分類の文献の添付画像

を参照できるので、その都度画像

を参照しながら、文献の間を行っ

たり来たりできます。 
 
検索タームのハイライト表示もで

きるようになりましたが、必要に応

じて「設定」オプションから、この

機能をオフにすることもできます。

また、検索クエリを保存したり（デ

フォルトの状態）、ECLA ツールチ

ップをオフにしたりもできます。 
 
書誌事項の画面を改訂して、ペ

ージをスクロールしなくても画像

やアブストラクトを参照できるよう

になりました。もうひとつの機能

が 、 デ ジ タ ルオ ブ ジェ ク ト ID
（DOI）検索入力です。非特許文

献に対応する DOI がわかる場合

は、「DOI =」の後に DOI 番号をス

マート検索ボックスに入力するだ

けで、論文を検索できます。 

ESPACENET 

Espacenetユーザーへ

のヒント 

－ECLA ツールチップ 

1)米国のオープンガバメント推進団体とワ
ールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアムが
纏 め た 要 綱 ： www.opengovdata.org, 
http://sunlightfoundat ion.com, 

 www.w3.org/TR/gov-data/. 
2) www.w3.org/DesignIssues/LinkedData. 

html. 

 

data.epo.org 
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激動であり大変実り多かった一年 

特許情報界における凝縮された一年が終わろうとしています。 

共同特許分類（Cooperative Patent Classification）、機械翻訳、Espacenet と European 

Patent Register のリニューアル、data.epo.org での EPO オープンデータプラットフォ

ームの開始、イタリアのデータの利用開始、そして、うまく行けば間もなく始まる日

本のリーガルステータスデータの EPO サービスへの導入、これらはこの 12 ヶ月で起

きた重要な出来事と発展のうちの一部に過ぎません。 

これらの様々な発展は、EPO が

特許情報に関する開拓者で世界

的なリーダーであることをさらに

証明しています。 
また、我々は、ユーザーと対話す

る時に基準となれるように努力し

ています。 
これから実施しようと計画している

変革についてユーザーと意見を

交わし、時間をかけて実施するこ

とがいかに重要か承知していま

す。 
これらの話合いをする主な公開

討論の場として、特許情報会議

があります。 

2011 年は、Kilkenny で開催され

ました。 
多くの代表者たちの記憶に何年

も残ることになるアイルランド人の

格別のおもてなしは別として、こ

の会議は、今日の重要な議題に

関する情報を収集し、意見を共

有する場として、非常に重要でし

た。 
Southampton 大 学 の Nigel 
Shadbolt 氏や Google エンジニア

リング代表の Jon Orwant 氏など

の優れた演説者のプレゼンテー

ションによって、今後の議論の土

台が導かれ、2012 年における変

化の活気に満ちた年を迎える準

備を始めるに伴い継続されるでし

ょう。 
 
本号はまた、Patent Information 
News の 20 年という節目になりま

す。 
Patent Information News は独自

の刊行物で、常に定期的な情報

を読み易く読者にお届けしてい

ます。 
私は、編集チームの長年の成果

を称賛したいと思います。 

EPO から特許情報界への新年の贈り物：日本のリーガルステータスデータ 

2011 年は本当に飛躍的な年にな

りました。日本特許庁（JPO）とヨ

ーロッパ特許庁（EPO）の協働に

より、今年の初め、EPO のデータ

ベースに数百万の日本の引用文

献が追加されるという、大きな出

来事が成し遂げられました 1。 
そして、さらに重大なご報告があ

り、日本のリーガルステータスデ

ータが導入されます。 
 
2012 年初め、日本のリーガルス

テータスが EPO のデータベース

に導入 
最も需要の多いリーガルステータ

スデータが、EPO の全世界リーガ

ル ス テ ー タ ス デ ー タ ベ ー ス

（INPADOC）にアップロードされま

す。この待ち望んだニュースが広

まると、特許情報界に感謝の歓

声が響きわたりそうです。これま

で、ユーザーの方々は何度も日

本のリーガルステータスを要求し

てきたので、やっと彼らの要望が

現実のものになります。 
 

2012 年の初めから、日本の特許

と実用新案のリーガルステータス

が、2011 年 4 月初旬まで遡って、

データベースにアップロードされ

ます。以下、導入予定のほんの

数例です。 
 
－特許査定（JP A01） 
－特許料金支払い（JP FPAY） 
－ 特 許 ラ イ セン ス の 要 請 （ JP 
S201） 
 
詳細については、EPO ホームペ

ージの「Useful Tables（一覧表）」

の日本のコードリストにある「Legal 
status codes in English（英語のリ

ーガルステータスコード）」をご確

認ください。 
www.epo.org/searching/essent ia
ls/data/tables.html 
 
日本データの質の向上 
2011 年に実施されたことの多く

は、EPO での日本のデータ収集

の質を向上させるためのものでし

た。この数ヶ月間、公開識別子を

同期させるために、作業の整理

（データの再入力）を行ってきまし

た。 EPO は 、WYSIWYG （ What 
You See Is What You Get：見たも

のが手に入るもの）の原理に基づ

き、できる限り、オリジナル文献の

最初のページに印刷されるものと

一致するフォーマットのデータベ

ースで日本の公開番号を提供で

きるように、努力してきました。 
 
日本の要約と分類記号 
日本のデータに関しては、今年

の夏にさらに画期的な出来事が

あり、日本のＦＩ（ファイルインデッ

クス）及びＦターム（ファイルター

ム）の分類情報だけでなく、日本

公報の英語の要約（日本特許英

文抄録）がデータベースに表示さ

れるようになりました 2。 
 
このように、日本のデータの利用

可能性について 2011 年に実施さ

れた改良は著しく、あらゆる人の

期待を超えるものでした。これら

は、EPO が中国とロシアのリーガ

論説 

リーガルステータスデータ 

ルステータスデータを取得した

2010 年の出来事に続いていま

す。 
 
ゆっくりだが確実に、EPO のリー

ガルステータスデータベースは、

世界中の主な特許付与機関全て

を網羅しているとまさに主張でき

る段階に近づいています。 

 

 
Richard Flammer 

特許情報主席部長 

 

1）ＰＩ－ＮＥＷＳ 2011/01 をご覧下さい。 
2）ＰＩ－ＮＥＷＳ 2011/02 をご覧下さい。 
 



4   Patent Information News 4/2011   December 2011 

共通引用文献－三極間の協力による画期的出来事 

サーチレポート 

いくつかの特許庁による検索結果を 1 つの文献にまとめるということが、

共通引用文献（CCD）です。 
これが、三極特許庁による新しい主要な製品で、下記サイトから利用でき

ます。 
www.trilateral.net/citat ion.html. 
 
EPO 長官の Benoît Batt istelli 氏は、「産業界からの提案に基づき、この

新しいツールは、いくつかの異なる特許庁に同じ発明を同時に出願する

特許出願に関する詳細を提供しています。 
企業や発明者らは特に、情報へのアクセスの改善によって恩恵を受けて

います」と述べています。 
 
CCD は、最近のウェブ技術を活用して、特許出願のファミリーである特許

庁により引用された先行技術を一緒にして、非常に洗練された検索を提

供し、以下の機能を呈します。 
－特許庁による結果を並べるソート機能 
－出願人の引用文献および引用文献のない出願を除外するフィルター 
－例えば同じファミリーから 2 つの出願を比較することができる、「ダブル

インスペクター」という気をひく名前の機能 

また、パテントファミリーの進展と、異なるサーチレポートにおける関連

する引用文献の優先度を示す、視覚的な時系列があります。 

 

www.trilateral.net/citat ion.html で実際にお試しください。 
 
来月、三極特許庁によるデータ範囲がさらに拡張します。 
五極特許庁（IP5）の残りの 2国（中国と韓国）も、近い将来、加わってく

れることを期待しています。 
 
CCD に関するご意見を opus@epo.org までお寄せください。 

 

サーチレポート：いつ、Ｘ文献はＸ文献でなくなったのか？ 

欧州サーチレポートの専門家は、EPO がヨーロッパ特許を調査する際、

審査官が判定した文献の関連性を示す文字がサーチレポートに記載さ

れることをご存じでしょう。 
 
「Ｘ」は、関連性が最も高い程度を示す指標です。これは、通常、該当文

献により請求される発明の特許性が疑問視されると審査官が考えること

を意味しています。 
 
Ｘを、ＸとＩに区別 
2011 年 9 月から、EPO の審査官は、「Ｘ」文献の 2 つのタイプを内部で区

別することを選択できるようになりました。この区別は、サーチレポートに

は記載されませんが、European Patent Register や、一般に利用される

多くのデータベースにおいて、引用文献「Ｉ」のカテゴリーとして確認でき

ます。この 2 つのカテゴリーは以下の通りです。 

－「Ｘ」は、新規性において、特に関連のある単一の文献であることを

示します 
－「Ｉ」は、進歩性において、特に関連のある単一の文献であることを

示します（サーチレポートでは、引き続き「Ｘ」として記載されます） 
 
欧州サーチレポートのその他のカテゴリーについては、以下の通り、

この変更による影響はありません。 
－「Ｙ」は、他の「Ｙ」文献との組合せにより、特に関連のある文献であ

ることを示します 
－「Ａ」は、技術的背景を述べている文献であることを示します 
－「Ｄ」は、出願時に引用された文献であることを示します 
 
カテゴリーＥ、Ｌ、Ｏ、Ｐ、Ｔは、滅多に使われません。 
これらの説明は、全ての欧州サーチレポートの最後と EPO の審査ガイ

ドライン（Part B, Chapter X, Sect ion 9.2） 
（ www.epo.org/law-pract ice/legal-texts/html/guiex/e/b_x_9_2.htm ）

に記載されています。 
 

European Patent Register での EP2367127 の引用文献 
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分類 

H01L21/027B2 は H01L21/02718 に 

2013 年始めに共同特許分類が

発効する際、EPO は所蔵文献の

全ての ECLA（ヨーロッパ分類

体系）記号を新しい CPC 記号へ

変換します（Patent Information 
News 1/2011 をご参照くださ

い）。 
 
USPTO と EPO は、新しい CPC
を説明するウェブサイトを

www.cpcinfo.org に立ち上げた

ばかりです。このウェブサイト

は、記号の変換作業がどのよう

に実施されるかについてのプ

レゼンテーションを含んでい

ます。 
 
ECLA 対 IPC 
ECLA のおかげで、EPO 審査官

は 140,000 の分類記号を意のま

まに使うことができます。これ

は、70,000 の記号を有する世界

的に利用されている IPC（国際

特許分類）よりもはるかに細か

い分類を提供しています。本質

的には ECLA は IPC の延長です

ので、IPC とその構造を理解す

る人は比較的たやすく ECLA を

使うことができます。 

例えば、IPC 記号 B60T7/04 は足

で作動する車両用制動装置を

分類するのに用いられます： 
– B60T7/00 
 制動をきかせる初動装置 
– B60T7/02 
. 人力で初動を行うためのもの 
– B60T7/04 
. . 足で行なうもの 

 
ECLA では、グループ B60T7/04
は以下のサブディビジョンを

有しています： 
– B60T7/04B 
. . . 電気的手段によるもの，例．

走行または力センサーを使用

するもの 
– B60T7/04C 
. . . 係止および解除手段をもつ

もの，例．駐車ブレーキの使用

を提供するもの 
– B60T7/04C1 
. . . . – B60T7/04C のさらなるサ

ブディビジョン– 手動の解除

手段 
 
元の IPC 記号に比べると、ECLA
記号のタイトルにはしばしば

補注が含まれています。これら

の注は角括弧の間に「N」の文

字が前に付いて記載されます

ので、識別することができま

す。 
例えば、制動装置を包含する

B60T7/20「特にトレーラ用のも

の，例．トレーラの［Ｎ：また

はトレーラがオーバーランす

ることにより］連結解除する場

合（慣性作動オーバーランブレ

ーキ B60T13/08）」をご参照くだ

さい。 

CPC への変換 
CPC への変換が実施されると、

ECLA 記号内の斜線（「/」）より

後の全ての文字は数字に置き

換えられます。したがって 
H01L21/027B は 
H01L21/02709 になり、 
また 
H01L21/027B2 は 
H01L21/02718 になる 
などです。 
注 – 例えば前述の「［Ｎ：また

はトレーラがオーバーランす

ることにより］」など – は変わ

りません。 
ICO コード 
140,000 の分類記号に加え、

ECLA は「ICO コード」として

知られる要素を有しています。

審査官は、通常の ECLA により

包含された観点に追加して、発

明の観点を分類するのに ICOコ

ードを使用します。およそ

200,000 の ICO コードが存在し

ます。現在のところ、Esparcenet
での検索に ICOコードを使用す

ることはできませんが、多くの

特許商用データベースはすで

に ICO コードを収録していま

す。 
ECLA が CPC に変換される際、

ICOコードもまたCPCの不可欠

な要素となりますので、今後

Espacenet で ICO コードを利用

できるようになります。 
ICO コードは 4 つのカテゴリー

に分けられる 

- ECLA を反映した記号 – ECLA
と同一の構造で、追加情報を

分類するため審査官により

用いられます。 
- 詳細を示す記号 - ECLA のさ

らなるサブディビジョン。 
- ECLA に直交するコード  – 

ECLA とは異なる基準に従っ

て発明を分類するのに用い

られます。例えば、もし ECLA
が方法の要素発明を記述し

ているのであれば、ECLA に

直交する ICO コードは、その

方法によって作用される物

に従って同じ発明を記述す

るのに用いられます。 
- 詳細索引のためのコード – 
これらのコードは発明概念

の個々の要素を付与するの

に用いられます。これらは、

例えば、塗料または接着剤の

様々な成分を分類するのに

用いられます。 
 
ICO コードを ECLA 記号と区別

するため、現在のところ先頭に

異なる文字が用いられており、

T01L21/285B4 は ECLA 記号 
H01L21/285B4 に相当する ICO
です。 
 
表は ECLA と ICO コードがどの

ように CPC に変換されるとみ

られるかを要約しています。 
 
新しい CPC のウェブサイト 
www.cpcinfo.org を見てみてく

ださい。EPO と USPTO により

運営されているこのサイトは、

共同特許分類の概要に関する

有用な情報や、2013 年の発効ま

での予定表を提供しています。 

 

新しいウェブサイトで共同特許分類について説明しています 

ECLA と ICO コードの CPC への変換 

記号の種類 変換規則 新しい CPC 記号の例 
「/」より後のすべての文字が数字に置換される 

ECLA と同様 

ECLA と同様 

サブクラスの後ろに「2」を追加し「CPC2000」系列を作成； 
「/」より後のすべての文字は数字に置換される（*） 

場合によりサブクラスの後ろに「3」が追加され「CPC3000」系

列を作成；「/」より後のすべての文字は数字に置換される（*） 

(*) さらに、記号の始めの文字が変化、例えば「T」から「H」へ

ECLA を反映した記号 

詳細を示す記号 

ECLA に直交する 
コード 

詳細索引のための 
コード 
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WIPO より、2012 年 1 月 1 日から

施行予定の IPC 分類改訂につい

て発表がありました。 
 
全 て 詳 細 に 確 認 し た い 方 は

www.wipo.int/ipcpub/をご覧下さ

い。 
画面左手にある “Version”を選

択するプルダウンから「2012.01」

を選び、”Compilat ion”タブをクリ

ックしてください。 
フランス語版も左手にある選択メ

ニューから選ぶことができます。 
 
変更点は、以下のコードを用いて

表形式で説明されています。 
 
D－削除 
C－対象範囲変更に伴う又は分

類が再付与されたことによる

修正 
M－対象範囲変更を伴わず、分

類の再付与によるものでもな

い修正 
N－新規に追加されたもの 
U－他の言語では変更がされた

もの 

分類 

変更の殆どが、分類記号のタイト

ルの明瞭化によるもので”M”コー

ドに該当します。 
下記の表のサブクラスの修正例

は、内容的な修正がされたものを

掲載しています。 
 
G06Q（”ビジネスモデル”）につい

ては、多くの新しいサブグループ

が追加されました。 
この分類における、もっと細分類

化したサブグループが欲しいとい

うかねてからの要望に応えたもの

です。 
 
EPO は 2012 年１月 1 日の改訂

IPC 施行に間に合せるよう、デー

タベース内の全ての文献の IPC
分類をアップデートする予定で

す。 
また、新しい IPC に ECLA 分類も

出来るだけ速やかに適応させる

よう、努力いたします。 

新年の IPC 改正 

椅子に座ったまま、たったのワン

クリックです。 
 
各国の登録情報は増える一方で

すが、EPO はこのリンク付けを続

けていきます。 
 
WebRegMT は Register Alert に 
もう 1 つ今回のリニューアルでさ

れた変更は、（WebRegMT として

知 ら れ た ） Register Alert が

European Patent Register に統合

されたことです。 
アプリケーションとして別物であっ

た WebRegMT ですが、2012 年始

めには European Patent Register
内で、モニタリングする出願を選

んだりユーザーアカウントを利用

したりできるようになります。 
 
アラートサービスを利用する際の

手順に若干の変更点がありま

す。 
こちらについては画面が遷移す

る前に十分ゆとりを持って説明が

されるようになっています。 

こ の 秋 に 行 わ れ た European 
Patent Register のリニューアルの

中で、最も見た目で分かり易いの

は、検索結果のリストや登録情報

の表示において、検索した語が

ハイライトされるようになったこと

です。 
しかし、本当に画期的なことは、

各国特許庁の膨大な数の特許情

報が緊密にリンクし合うようになっ

たことです。 
 
各国特許庁の登録情報の緊密な

リンク 
アイルランドで 10 月に開催された

EPO の Patent Information 
Conference で、このリンクにより、

各国のリーガルステータス情報に

さらにアクセスしやすくなることが

説明されました。 
 
EP 出願が特許されて、EPC（欧州

特許条約）加盟国に国内移行す

る場面を考えてみましょう。 
European register を使い、ある加

盟国における進捗状況を知りた

い場合、今ではリンクから各国特

許庁の登録状況がすぐに閲覧で

きます。 

欧州特許 

 

European Patent Register が 
2011 年秋にリリースされました。 

IPC サブクラスの修正 

サブクラス 変更された主なテーマ 
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品質 

ユーザが２つの明らかに異なる発明(１つは肺癌治療に関するもの、もう 1

つは新規なトランジスタに関するもの)を含むパテントファミリーに注目した

際に、EPO の品質チームに困った顔をした人たちがいました。 

 

問題のパテントファミリーは INPADOC のパテントファミリーなので共通の優

先権によってあらゆる関連公報をカバーしていました。この大規模なファミリ

ーは複数の優先権を持つ公報を含んでおり、このファミリーの問題の所在

はこれらの優先権の中にありました。どこかにエラーがあり、それを見つける

ことが品質チームの課題となりました。 

 

この話を続ける前に、どのように INPADOC のパテントファミリーが生み出さ

れるのかざっと見てみましょう。 

 

INPADOC パテントファミリーの定義(または”広義の”定義) 

下記に示すケースは、同じパテントファミリーP1 に属する公報 D1 から D5 で

す。 

P#は D4 を検出し誤ってファミリーに追加してしまいます。そして D4 に表示され

ている優先権 P3 も検索し、D5 を検出します。そのようにして他の公報が誤って

規模が広がっていくファミリーに加わるのです。 

 

私がお話ししているケースでは、エラーはとてもシンプルなことでしたが、US 優

先権番号 US2004017705 中の「177」が「117」と誤記されているのを見つけるのに

しばし時間が掛かりました。 

 

現在、この事象はデータベース中において訂正されて、我々は見事にこの２つ

ファミリーの中の偽物 

このタイプのファミリーを引き出す際はどの文書から検索を開始してもよく、

結果は常に同じになるはずです。出願番号からでもいいし、優先権番号で

もいいし、公開番号でも結構です。 

 

もし検索が公開番号で始まれば、全ての出願番号、国内出願番号、優先

権番号及び国際出願番号は追加文書の検索に用いられます。これはステ

ップ１です。このステップで検出された全ての文書において、ステップ１は

繰り返されます。この反復プロセスはもうこれ以上新しい文書が見つからな

くなった時のみ終了します。 

 

この話で起こったこととは、タイピングエラーが表２に模式的に示したものと

同様の状況を引き起こしたということでした。 

 

文献 D1、D2 及び D3 は優先権 P1 によってリンク付けされています。P2 は

タイピングエラーを含み P#として表示されるので、システムは P2 の代わり

に P#という文書を検索してしまいます。 

表１：典型的な INPADOC パテントファミリー 
ファミリーP1    
文献 D1 優先権 P1   
文献 D2 優先権 P1 優先権 P2  
文献 D3 優先権 P1 優先権 P2  
文献 D4  優先権 P2 優先権 P3 
文献 D5   優先権 P3 

 

のファミリーを解き明かしたので、今はこのように表示されています。 

 

これは EPO のデータベース中で起こり得る可能性のあるエラーのうちの一例に

過ぎません。毎日、品質チームはデータベースが出来るだけエラーのないよう

に、エラー解決に取り組んでいます。 

 

もしデータのエラーに気付きましたら、お知らせ下さい。 
お知らせはこちらへ。patentdata@epo.org 

 
「公報コーナー」は Patent Information News の定期的な記事で、 

読者に EPO 公報についての統計および一般情報を提供します。 

■ EP-A1: サーチレポート付きで公表された欧州特許出願 

■ EP-A2: サーチレポートなしで公表された欧州特許出願 

■ EP-A3: 欧州サーチレポート 

■ EP-B1: 欧州特許明細書 

■ EP-B2: 補正された欧州特許明細書 

注記：表には、PCT ルート経由で出願された欧州特許出願（欧州特許 PCT 出

願）の統計は含まれていません。これらは WIPO から発行されており、英語、

フランス語またはドイツ語以外の言語で存在しない限り、EPO では入手でき

ません。 
現在、全欧州特許出願の約 70% がユーロ PCT 出願です。 

欧州特許公報 2011年1月～12月 

 2011年の週

平均 

2011年1～

12月の合計 

2010年から

の変化 

EP-A公報 

 EP-A1  981 50,988 14.0% 

 EP-A2 429 22,332 24.7% 

 EP-A1 + A2の合計 1,410 73,320 17.1% 

 A1+A2の合計に占める   

 EP-A1の割合 
69.5% -2.6% 

 EP-A3 349 18,135 8.3% 

EP-B公報 

 EP-B1+B2 1213 63,074 8.8% 

 

公報コーナー 

表２：P2 がタイピングミスによって P#となってしまった INPADOC パテ

ントパテントファミリー 
ファミリーP1    
文献 D1 優先権 P1   
文献 D2 優先権 P1 優先権 P2  
文献 D3 優先権 P1 優先権 P＃  
文献 D4  優先権 P＃ 優先権 P3 
文献 D5   優先権 P3 

 

表３：P2 における間違いが訂正され、分離された２つのファミリー 
ファミリーP1    
文献 D1 優先権 P1   
文献 D2 優先権 P1 優先権 P2  
文献 D3 優先権 P1 優先権 P2  

 
ファミリーP＃    
文献 D4 優先権 P＃   
文献 D5  優先権 P3  
文献 D3  優先権 P3  
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特許情報プロフェッショナルの為の試験 – 模擬試験を開催 

検定 

特許情報エキスパートのための

専門的な検定が今年 10 月、本格

化に一歩近づきました。54 人が

検索スキルと試験の概念自体の

両方をテストするため、模擬試験

を受験しました。 
 
5 都市、受験者 54 人、論文２題、

14 時間のテスト 
試験は 10 月 5 日と 6 日にロンド

ンのトムソンロイター社、ストックホ

ルムのスウェーデン特許庁、ミュ

ンヘン及びハーグの EPO で開催

され、1 週間後、ニュージャージ

ー州のニューブランズウィックでも

開催されました。試験を受けた受

験者は、産業界、個人事業主や

特許庁などから来ており、彼らの

経験は専門分野において 1 年か

ら 20 年と幅がありました。彼らの

能力は 2日間にわたり、化学か工

学のうちの 1 つを選択して各 7 時

間ずつ課される 2 題の論文で最

大限発揮されました。受験者のう

ち、29 人は化学を選択し、25 人

は工学を選択しました。 
 
検索能力 
検索能力は一日目に論文 A で精

査されました。受験者はプロセス

の中で作成した各選択肢につい

て説明しながら検索戦略を構築

しなければなりませんでした。勿

論、特許の検索からベストな結果

を得るのに正しい方法は 1 つで

はありませんが、説明することは、

受験者が検索計画を立てる際に

作成した選択肢を採点者が理解

し易くすることを目的としていま

す。 
 
受験者は検索を実演し、番号と

得られた結果の実物を呈示する

こともしなければなりませんでし

た。無料のログイン ID をその日の

為に提供して下さった商用デー

タベースのプロバイダー各社の

おかげで、参加者は自分の好き

なシステムを選択して使用できま

した。受験者は論文作成の為に

許された 7 時間以内に２つの検

索問題を完了しなければなりませ

んでした。この時間設定は勿論、

大変きついもので、試験の作成

者は、経験豊富な特許プロフェッ

ショナルだけが２つの“妥当な”検

索問題をこのような短い時間枠内

で遂行できるだろうと予測してい

ました。 
 
法的及び分析能力 
２日目には受験者の法的知識及

び分析能力がテストされました。

繰り返しになりますが、化学か工

学のうちの一つを選択することに

なっていました。いずれの論述問

題も、例えば優先日と失効日、又

は請求項の解釈などの論理的な

設問から始まりました。 
受験者は後に、この部分がかなり

難しく、これらの情報についての

一般的な事柄を調べたかったと

言っていました。これらの設問に

は、たとえ普段何かを調べる場合

であったとしても、どこなら調べら

れるか知っているべきであり、更

には発見したらその詳細まで理

解するべき、という考えがありま

す。そうすれば、受験者は将来の

試験においても質問された以上

の情報を引き出すことが出来るの

で、論述試験の対策にもなること

でしょう。又、受験者は２つの異な

るケースについて与えられたいく

つかの公報から１つを選択し、な

ぜそのような選択をしたのかを説

明しなければなりませんでした。

概して、この試験は多くの受験者

が 7時間以内に終えていたので、

最初の論文よりもやり易かったよ

うです。 
 
正式な休憩は計画されていなか

ったので、受験者は設問を説い

て解答例を作る中で、自分の時

間を好きなように区切ることがで

きました。実際には、受験者は何

か食べたり飲んだりする為にちょ

っと部屋を出るだけで、作業を継

続するためにすぐに戻ってきてい

ました。全ての受験者がとても頑

張っているのを見るのは感動的

でした。彼らの貢献に深く感謝し

ます。 
 
6 か月以内に結果 
このプロジェクトチームは全試験

を採点するのにおそらく 6 カ月く

らい要するだろうと示唆しました。 
予備試験調査経由で集められた

データに基づいて、受験者の経

歴の分析が行われます。 
受験者は可能と思われる改善点

に関して主催者への助言となる

試験後のアンケートにも答えまし

た。冒頭の口頭での意見では、

試験はきつかったが、しかし、概

ね適切な設定とレベルであったと

示唆しているようです。もしこれが

成果によって確認されれば、この

プロジェクトの大きな前進を意味

することでしょう。 
 
更なる情報 
欧州特許情報ユーザーグループ

同盟(CEPIUG)と特許ドキュメンテ

ーショングループ(PDG)は、特許

情報スペシャリスト向けの検定を

導入する為の取組みを先導して

います。 
 
secretary@cepiug.org 
で CEPIUG へご連絡できます。 

 

イベント 

Search Matters 2012 
EPO の特許検索の専門知識に

関する毎年恒例の展示会が 2012
年 3 月 19 日と 20 日にハーグで

行われます。この 2 日間のセミナ

ーは一般的に産業界の経験豊

富な特許検索プロフェッショナル

の高い関心を集めており、様々

な技術分野で勤めている EPO 特

許審査官のノウハウと才能へと、

他ではできない近づくことのでき

る機会を提供するものです。この

プログラムは最新の特許分類の

開発、検索ツール及びデータ 
ベースに関する 8 つの講義、更

に 24 のワークショップ(このうち各

受講者は 6 つ選べる)を含み、全

て高い能力を持った審査官とエ

キスパートによって進行されま

す。 
 
参加人数に限りがありますが、審

査官の席で戦略的な見識をやり

取りしたりベストな実践をシェアし

たりして審査官と直接交流する機

会もあります。需要が高く、受講

者数は 200 名だけと限りがありま

すので、お申し込みはお早め

に！登録は今から 2012 年 2 月

24 日まで受け付けています。 

プログラム草稿、講義及びワーク

ショップの要約、登録方法、オン

ライン支払方法を含む更なる情

報は、 
www.epo.org/search-matters 
で。 
 
Search Matters は経験豊富なサ

ーチャーの為にデザインされたも

のです。もしあなたが経験 2 年未

満、若しくは特許庁の方であれ

ば、他の EPO の特許検索研修イ

ベントをご検討頂くことをお奨め

します。 
www.epo.org/search-matters 
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アジアからのニュース 

アジアの特許情報 

香港特許制度を再検討する公式

協議 
香港の特許制度見直しのための

意見書を 2011 年 12 月 31 日まで

に提出するために、一般市民や

関係者が招かれました。 
協議において議題の中心になっ

たのは、香港が独自に特許する

制度（存続期間は 20 年）を持つ

べきか、或いは現在の EP、GB、

CN の特許を基礎として特許付与

する標準特許制度のままとする

か、また、短い存続期間（8 年）の

短期特許制度を維持するかどう

か、もし維持するのであればどの

ような改良の余地があるか、で

す。 
 
この協議の報告書や意見書の提

出の経緯についての情報は、香

港政府のウェブサイト 
www.cedb.gov.hk/citb/en/Hot_T
opic/popup_20111004.html にて

確認することができます。 
 
中国特許も 2012 年 7 月 1 日から

PCT ミニマムドキュメントに 
中国特許文献がまもなく PCT のミ

ニマムドキュメントに加わることに

なり、それに伴い PCT 出願の特

許性の審査においても中国特許

が用いられることとなります。 
これに対応するため PCT 規則 34
が改正される予定で、（国際出願

日に関わらず）2012 年 7月 1 日以

降に国際調査がされる全ての国

際特許出願に適用されます。 
詳細は、 
www.wipo.int/meetings/en/detai
ls.jsp?meeting_id=23139 を ご覧

下さい。 
 
パキスタンが商標ジャーナルをデ

ジタル化 
2011 年 10 月 20 日、パキスタン特

許庁長官は、カラチにある商標

庁において、初のデジタル化さ

れた商標ジャーナルの発行を開

始しました。 

こちらは、商標公報がウェブサイ

ト http://ipo.gov.pk/Default.aspx.
にて電子的に公開されることが法

的に効力を持つことになった、

2004 年の商標規則の改定に続く

出来事です。 
 
2011 年 7 月以降、韓国では先行

技術文献の開示が要件に 
特許法及び実用新案法の改正

により、2011 年 7 月 1 日以降に出

願された全ての特許出願及び実

用新案登録出願は、請求の範囲

の発明特定事項に関係する先行

技術文献を明細書に記載するこ

とが課されています。 
記載がない場合には、出願が拒

絶されるおそれがあります。 
出願人は、拒絶理由通知後の補

正の段階で先行技術文献の情

報を追加することができます。 
 
記載は”特許文献”と”非特許文

献”と区別しなくてはなりません。

引用文献について内容を詳細に

記載する必要はありません。 
公報番号又は文献のタイトル及

び公開日により文献を特定でき

れば十分です。 
詳細は、2011 年 6 月 28 日の

KIPO による発表 www.kipo.go.kr
（韓国語のみ）をご覧ください。 

シンガポールでは、料金と様式

が変わります 
シ ン ガ ポ ー ル 知 的 所 有 権 庁

（IPOS）は 2011 年 12 月 1 日に、

新たな料金体系と様式を発表し

ました。 
2007 年以来となる料金の引き上

げは、主に、商標登録料、特許

出願の審査請求料、国際特許出

願のシンガポールへの国内移行

時の手数料に関するものです。 
IPOS のウェブサイト 
www.ipos.gov.sg/topNav/svc/Ne
w+Fees+and+Form.htm に お い

て、新たな料金と関連する様式

について、より詳細な情報や要点

をご確認いただけます。 
 
無料の英語版 C-PAT Search が終

了 
SIPO の国家知識産権出版社

（IPPH）は先日、「CNIPR」として知

られる、英語で数々の高機能検

索ができるデータベースに、新た

な料金体系が採用されることを発

表しました。 
この C-PAT Search データベース

は、現在のところこれまでの URL
で利用可能ですが、近々利用が

出来なくなります。 
全文検索や、英語での法的状

況、機械翻訳、クロス言語検索、

意匠検索、その他の機能も、有

料でのみ提供されることとなりま

す。 
詳細は、http://english.cnipr.com/
をご覧ください。 
 
CNIPR に代わる無料の中国特許

検索手段を求める方は、EPO ウ

ェブサイト 
www.epo.org/searching/asian/chi
na/search.html の "Searching in 
data-bases ” を ご 覧 に な る か 、

asiainfo@epo.org までご連絡くだ

さい。 
 
KIPO がPLT 加盟に向けて出願様

式を緩和 
韓国特許庁（KIPO）は最近、韓国

特許法を PLT の要件と調和させ

るための大幅な改正作業を行っ

ています。韓国は、PLT に 2013 年

までに加盟する予定です。 
 
2011 年 7 月 22 日に発表された改

正案によれば、外国語や異なる

様式の出願も許容されるようにな

ります。改正法は 2012 年後半に

施行される予定です。 
 
詳細は、2011 年 7 月 20 日の

KIPO による発表 www.kipo.go.kr
（韓国語のみ）をご覧ください。 
 
インドの商標登録出願が電子出

願のみに 
インド商工省・産業政策推進局

（DIPP）は、商標法規則 2002を改

正することを通知しました。改正

後は商標登録出願は電子出願

でのみされることになります。 
この通知については、 
http://dipp.nic.in/English/acts_rul
es/Notification/not ification_TM
R_13October2011.pdf でご確認

いただけます。 
 
アジア地域のさらに詳しいニュー

スについては、EPO のウェブサイ

ト www.epo.org/asia の”Updates”
欄をご覧ください。 

http://ipo.gov.pk/Default.aspx 
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シンガポール 

Country Profile 

シンガポールとその特許制度 
1963 年に独立した旧英国領シン

ガポールは、マレーシア独立連

邦に加わりました。1965 年には、

マレーシア連邦から脱退し、主権

国家として独立しました。 
 
従前の、英国特許庁で特許され

た特許又は英国で存続中の EP
特許を登録する特許制度に変わ

り、1994 年に制定された特許法

（1995 年 2 月 23 日施行）が、今

日、シンガポールの産業財産権

を保護しています。 
 
さらに、特許代理人や違法行為

の態様について、細かな規則や

規定が設けられています。 
 
シンガポールの特許制度におけ

る際立った特徴として、たとえサ

ーチレポートで不利な結果が出

ても、特許査定を受けるように手

続きを進められることがあります。 
これは、クレームが特許要件に適

合するものにすることを出願人の

責 任 と す る 、 自 己 審 査 制 度

（self-assessment system）をシン

ガポールが採用していることによ

ります。 
 
シンガポールの知的財産保護の

状況は、他のアジアの国々の中

でも最も良い状態であるとされて

います。 
政府の継続的な啓発活動が、シ

ンガポールに海外からの投資を

呼び込むうえで一役買っていま

す。 

1）SurfIP のサイトは現在はありません。
シンガポール知的所有権庁は、2011 年
9 月末で運用を停止いたしました。 
 
2）シンガポール知的所有権庁は、オー
ストリア特許庁、デンマーク特許商標
庁、ハンガリー特許庁に実体審査を外
注しています。 
 
3）英語による対応特許は、オーストラリ
ア、カナダ、日本、ニュージーランド、韓
国、英国、アメリカの各国特許庁及びヨ
ーロッパ特許庁から取寄せ可能です。 

シンガポール特許の傾向 
シンガポールの特許出願は、シ

ンガポール国内の出願による出

願が１０％に満たない状況であ

り、海外の出願の国内移行が殆

どです。 
2010 年は、アメリカ、日本、ドイ

ツ、スイスからの出願が上位を占

めました。約 3 分の２が PCT ルー

トで出願されています。 

近年シンガポールは、IP サービ

ス、特にその訓練やインフラ、裁

判外紛争処理（ADR）に関する分

野で、周辺国の拠点としての役

目を担うようになっています。 
 

 
 

PI-NEWS2011-2 号では、シン

ガポールでの特許情報を、

ePatents データベースや

SurfIP1 データベースをご紹

介しながらみていきまし

た。 
今回の記事では、より踏み

込んで、シンガポールの特

許制度についてご紹介しま

す。 

シンガポールの特許制度の概要 

主要な国際条約の加盟状況 
世界貿易機関（WTO）（1995 年 1 月加盟） 

パリ条約（1995 年 2 月加盟） 

特許協力条約（1995 年 2 月加盟） 

管轄官庁 シンガポール知的所有権庁（IPOS）www.ipos.gov.sg  

保護対象 特許、商標、意匠、種苗、地理的表示 

特許に関する法令 
・1994 年特許法（1995 年 2 月 23 日施行）1995 年、2002 年、2005 年、2009

年に改正  ・1995 年特許法規則（1995 年 2 月 23 日施行）1996 年、2007

年、2010 年に改訂 

存続期間／保護期間 出願日から 20 年 

存続期間の延長 2004 年 7 月 1 日以降、5 年を限度として延長可能 

許容言語 英語 

出願公開 
出願は、出願日又は優先日から 18 ヵ月後に、公衆の閲覧に供するため公

開される。出願公報は特許ジャーナルにて発行される。 

（www.epatents.gov.sg） 

実体審査
2

 

（1）出願人は IPOS による調査や審査を請求することができる。 

（2）出願人は最終調査や審査の結果、又は対応特許 3 の複写を提出するこ

とができる。 （3）出願人は対応特許の調査結果を提出して、IPOS に対して

審査請求をすることができる。 

早期審査 
2 通りの出願制度が 2004 年 7 月 1 日より導入されている。 

早期審査がされるのが規定となっているが、出願人は出願日又は優先日か

ら 39 ヶ月まで審査請求期間を延長することもできる。 

調査と審査請求の期限 
出願日又は優先日から 13 ヶ月（調査請求）、出願日又は優先日から 21 ヶ月

（審査請求）、出願日又は優先日から 39 ヶ月（審査請求期間延長の下での

調査及び審査の請求） 

特許料納付期限 
出願日又は優先日から 42 ヶ月（早期審査の場合） 

出願日又は優先日から 60 ヶ月（審査請求期間を延長した場合） 

異議申立 

異議申立制度はない。 

しかし、審査において先行技術文献が全て考慮されたといえないとき、審査

不十分な請求項が少なくとも１つ以上あると思われるときには、出願人又は

第三者は、付与後の調査や審査を請求できる。 

無効、取消 
何人も特許を取り消す請求ができる。 

登録官により職権で取り消されることもある。 

年金の支払い 

年金は出願日から 4 年経過後から、毎年発生する。 

出願日から 4 年経過後に特許査定がされた出願については、 

登録日から 3 ヶ月以内に年金の支払いをする。 

年金の猶予 追徴金の支払いを条件に 6 月の期間認められる。 

失効した特許権の回復 失効した日（年金の支払い期日）から 30 月以内。 
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生データ － 製品の種類および連絡先 e-mail の変更 

表１：シンガポール特許の推移、 国内対外国の出願数、 
   直接出願対 PCT ルート、2001-2010。 

シンガポールの特許出願件数（2001-2010） 

EPO データ 

生データ製品及び OPS に関する

す べ て の 問 い 合 わ せ は

patentdata@epo.org に送ってく

ださい。 
inpadocservices@epo.org、 
ops@epo.org 及び 
infowien@epo.org は使用できな

くなります。 

他に 2012 年に EPO が計画して

いることは？ 
こ こ に ヒ ン ト が あ り ま す ：

「Sequence Listings」と呼ばれる

新製品がもうすぐ発売される予定

です。 
 
メニュー上の他の処理された、処

理中の、または生データを選択

するには、 
＜www.epo.org/searching/ 
subscript ion.html＞で EPO の製

品及びサービス情報をご確認く

ださい。 

2012 年 1 月の時点で、EPO は以

下のように、生データ製品の種類

を統合します。 
 
- EP -A ファイル（製品 14.2）、EP - 

B ファイル（製品 14.3）、および

ヨーロッパレジスタからの抄録

（製品 14.4）は、これ以上個々

に提供されない予定です。こ

れらはEP –A 及び EP - B（製品

14.12）の複合製品に含まれる

予定です。 
 
-EP 公報の英訳抄録（製品 14.5）

が DOCDBマスターデータベー

ス（製品 14.7）の中に含まれる

ことになり、旧 REFI と非特許文

献の製品が打ち切りとなったよ

うに、EP 公報の英訳抄録（製

品 14.5）も打ち切りとなります。 
 
- WO の全文データベース（製品

14.18）を現在、WIPO から直接

取得できるようになりました。そ

のため本製品も同じく２０１１年

末に打ち切りとなります。 

‐今年初めに導入された完全な

新製品である EP - A および EP 
- B バックファイル（製品 14.13）

は、PDF /Ａ形式ですべての現

存するヨーロッパ特許公報を

含んでいます。この形式は、ア

ーカイブ用として最適です。提

供 さ れ る 豊 富 な メ タ デ ー タ

（EPO PDF プロファイル 1.7 に

準拠）のために、他の用途にも

魅力的です。 
 
‐すべてのヨーロッパ特許公報

が、まもなくリッチ XML 形式

（WIPO St.36）で利用可能にな

ります。1980 年から 2005 年の

間に公開された約 80 万件の

特許公報（80 GB に圧縮）を含

むこの待望の製品は、2012 年

の初めから発売される予定で

す。2006 年からの XML 形式の

EP - B 公報、及び 1978 年から

の EP-A 公報はすでに利用で

きます。 

特許データサービス用の
新しい e-mail アドレス 

‐XML 形式での 1978 年から 2011
年の 18 週目までの毎週のアッ

プデートを含む、連結レジスタ

のバックファイル（製品 14.1）を

現在注文することができます。

全バックファイルを毎年抽出

することが、今後予定されてい

ます。 

新しい生データ製品をラ
インアップに追加 

打ち切りとなる製品 2012 年に向けて 

シンガポール‐概略 
‐国コード：SG 

‐特許法：1995 年 2 月から施行 

‐以前のシステム：イギリスで有効なイギリス特許及びヨーロッパ特許を再

登録 

‐1995 年 2 月以降 PCT ルートが利用可能 

‐2003 年から特許出願の電子化 

‐ASEAN 特許審査協力プログラム（ASPEC）に参加 

‐ヨーロッパ-アジア特許及び特許情報会議（EAPIC）の主催国 

‐直近の法律改正：2010 年 10 月 9 日 

‐2011 年 12 月から新しい手数料とフォーム 
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顧みられない熱帯病(NTD)に関連

し、WIPO の新しいサーチ共有フラ

ットフォームが注目されています。

グローバルな健康研究コミュニティ

のために設計された同フラットフォ

ームは、顧みられない熱帯病、マラ

リア及び結核を治療するための新

しい医薬品、ワクチン及び診断法

の開発を促進することを目標として

います。 
www.wipo.int/research 

EPO からの 
オンライン・ 
ニュースフラッシュ 

我々の毎月のオンライン特許

情報ニュースフラッシュはあな

たに特許情報トピックに関する

最新のニュースとアップデート

を提供いたします。 
（8 月と 12 月を除く）毎月の最

後の木曜日の 10 時に、オンラ

イン・ニュースフラッシュをフォ

ローすることができます。 
www.epo.org/pi-training 

EPO の特許情報研修プログラム

は、上級ユーザーはもちろん初心

者でも参加可能です。オンライン上

の「virtual classroom」セミナーか、

或いはウィーン所在の EPO のオフ

ィスで行われるコースの中から選択

することができます。2012 年の特許

情報セミナーのプログラムが現在利

用できます。 

さらに仮想教室セミナーについて

は、今年中にお知らせする予定で

す。 
この件に関する詳細、及び他のイ

ベントに関する詳細は 
www.epo.org/pi-training を参照さ

れるか、もしくは 
pitraining@epo.org  までご連絡く

ださい。 

World Patent  
Information 
「EPO の‘水準を上げる’イニシアテ

ィブ（the EPO's ‘Raising the Bar’ 
initiat ive.）」を含む一連のトピック

についての記事が掲載されている

この国際ジャーナルの最新号（第

33 巻、4 号、2011）が現在利用でき

ます。 
本誌の編集者（ Mike Blackman ）

は、本誌への投稿をいつでも歓迎

します。編集者とは、以下のメール

で連絡することができます 。 
mblackmanwpi@tiscali.co.uk。 

EPO 特許情報 
コンファレンス 2012 
EPO 特許情報コンファレンス 2012
が 2012 年 11 月 6 日から 8 日までド

イツハンブルクのグランド・エリゼ

（Hotel Grand Elysée）ホテルで開

催されます。あなたのカレンダーに

このことを記載することをお忘れな

く！ 

電子化をすすめる 
EPO 
「EPO は、出願から登録に至るま

で、出願人及びその代理人との

やり取りを電子通信で行うことを

2011 年 12 月（欧州特許庁）より

試験的に開始します。より詳細

な情報は以下のページをご参照

ください。 
www.epo.org/law-pract ice/legal
-texts/official-journal/informatio
n-epo/archive/20111215.html 


